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   開     会 

 

 

○五十嵐智洋委員長 おはようございます。 

 これから予算特別委員会を開きます。 

 本日の会議に欠席の通告委員は、10番、赤間

広委員、13番、蒲生光男委員の２名でありま

す。よって、ただいまの出席委員は定足数に達

しております。 

 なお、赤間 広委員から予算総括質疑発言通

告を取り下げしたい旨の申し出があり、許可し

ましたので、ご報告いたします。 

 それでは、去る11月22日の本会議において予

算特別委員会に付託になりました補正予算案５

件について審査を行います。 

 なお、審査日程につきましては、既に配付さ

れております会議日程表のとおりでありますの

で、ご協力をお願いいたします。 

 それでは、これから各会計補正予算案の概要

の説明を求めます。 

 

 

 議案第９５号 平成３０年度長井市 

 一般会計補正予算第４号 

 

 

○五十嵐智洋委員長 まず、議案第95号 平成30

年度長井市一般会計補正予算第４号の１件につ

いて。 

 鈴木嗣郎財政課長。 

○鈴木嗣郎財政課長 おはようございます。 

 議案第95号 平成30年度長井市一般会計補正

予算第４号の概要についてご説明申し上げます。 

 第１条、歳入歳出予算の補正につきましては、

予算の総額に歳入歳出それぞれ２億7,871万

2,000円を追加し、予算の総額を歳入歳出それ

ぞれ154億8,410万8,000円とするものでござい

ます。款項ごとの金額などにつきましては、２

ページから４ページにかけてお示ししておりま

す第１表のとおりでございます。 

 第２条、債務負担行為の補正につきましては、

５ページの第２表のとおり追加し、第３条、地

方債の補正につきましては、６ページの第３表

のとおり変更するものでございます。 

 次に、事項別明細書によりご説明いたします。

９ページにお進みお願いします。歳入でござい

ます。13款１項国庫負担金は、自立支援と補装

具の負担金を合わせて1,286万9,000円の増額。 

 14款１項県負担金は、同じく２つの給付費負

担金を合わせて643万4,000円の増額。 

 14款２項県補助金は、２目は灯油購入費助成

事業費補助金など、４目は10ページ、農林水産

物等災害対策事業費補助金などで、項の合計は

370万1,000円の増額でございます。 

 17款２項基金繰入金につきましては、２目の

公共施設整備基金が4,030万円の増額、５目の

地域福祉基金が180万円の増額、７目の企業立

地基金は300万円の減額で、項の合計は3,910万

円の増額でございます。 

 18款１項で前年度繰越金8,399万6,000円を増

額し、19款４項雑入は施設命名権料収入などで、

項の合計が、下のページになりますが、241万

2,000円の増額でございます。 

 20款１項市債は、１目の庁舎整備事業債１億

1,820万円、３目の街路整備事業債840万円、５

目の社会教育施設整備事業債360万円を増額し、

項の合計は１億3,020万円の増額でございます。 

 次に、12ページから歳出でございます。なお、

このたびの第４号補正では、人件費につきまし

て今後、不足が見込まれる時間外勤務手当など

の増額と該当する款項目において必要な調整、

組み替え等を行っております。議案書の表中、

説明欄のうち、一般職給料、職員手当等、共済

費など、関連する部分につきましては、割愛の
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上、説明させていただきますので、ご了承くだ

さいますようお願いいたします。 

 まず２款１項総務管理費ですが、１目では公

共施設等整備事業におきまして新庁舎の用地購

入費と補償費１億5,767万7,000円を増額、４目

では光熱水費など、庁舎等維持管理経費で

2,733万6,000円を増額するほか、２目と13ペー

ジの６目、11目を合わせて、項の合計は２億

511万6,000円の増額でございます。 

 ２項徴税費は、１目と14ページ、２目の賦課

徴収事務経費を合わせまして124万1,000円の減

額でございます。 

 ３款１項社会福祉費の１目は灯油購入助成事

業で635万9,000円の増額、２目は自立支援医療

給付事業2,078万円のほか、補装具給付事業、

障がい福祉サービス事業所整備事業などで

2,753万8,000円の増額、以上のほか、15ページ

の３目を合わせた項の合計は3,408万6,000円の

増額でございます。 

 続いて、16ページ、２項児童福祉費は、３目

の児童センター、学童クラブ関連の事業費、合

わせて37万1,000円の増額でございます。 

 下の17ページ、４款２項清掃費は、１目のほ

か、２目で一般廃棄物等収集運搬等事業816万

8,000円を増額し、項の合計は831万8,000円の

増額でございます。 

 ６款１項農業費は、２目のほか、18ページ、

３目の農作物等災害対策事業などで増額し、４

目と19ページの５目の増額を合わせまして、項

の合計は358万9,000円の増額でございます。 

 ７款１項商工費は、１目のほか、２目の地域

商業活力向上事業と20ページ、４目の企業立地

促進事業などを合わせて222万円の増額でござ

います。 

 続いて、８款は21ページ、４項都市計画費は、

４目の街路整備事業で県への負担金が937万

1,000円の増額。 

 22ページ、５項住宅費は、１目のほか、２目

の住宅新築・増改築補助事業など、合計で232

万7,000円の増額でございます。 

 次に、10款１項教育総務費は、１目、２目合

わせて184万9,000円の増額。 

 23ページ、２項小学校費は、１目で108万

5,000円の増額。 

 ３項中学校費も、１目で352万4,000円の増額。 

 続きまして、24ページ、４項社会教育費は、

５目の市史編纂事業、７目の生涯学習プラザ施

設管理事業で増額するほか、６目で財源更正を

行いまして、１目を含めた項の合計は238万

2,000円の増額でございます。 

 ５項保健体育費は、２目の財源更正のほか、

１目、３目を合わせて108万2,000円の増額でご

ざいます。 

 以上が平成30年度一般会計補正予算第４号の

概要でございます。よろしくご審査賜りますよ

うお願い申し上げます。 

 

 

 議案第９６号 平成３０年度長井市 

 公共下水道事業特別会計補正予算第 

 ３号 

 議案第９７号 平成３０年度長井市 

 農業集落排水事業特別会計補正予算 

 第２号 

 議案第９９号 平成３０年度長井市 

 浄化槽事業特別会計補正予算第２号 

 

 

○五十嵐智洋委員長 次に、議案第96号 平成30

年度長井市公共下水道事業特別会計補正予算第

３号及び議案第97号 平成30年度長井市農業集

落排水事業特別会計補正予算第２号並びに議案

第99号 平成30年度長井市浄化槽事業特別会計

補正予算第２号の３件について。 

 蒲生浩美上下水道課長。 

○蒲生浩美上下水道課長 おはようございます。 
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 それでは、議案第96号 平成30年度長井市公

共下水道事業特別会計補正予算第３号の概要に

ついてご説明申し上げます。 

 下水の１ページをお開き願います。補正の内

容でございますが、債務負担行為の補正といた

しまして、債務負担行為を下水２ページの第１

表のとおり追加いたすものでございます。特定

環境保全公共下水道を含む公共下水道事業、農

業集落排水事業、浄化槽事業の各特別会計にお

きましては、平成32年４月からの地方公営企業

法の適用に当たり、会計方式を官庁会計方式か

ら公営企業会計方式に移行するため、公営企業

会計システムの導入を予定しているところでお

りますが、効率的な事務処理に向け、今年度か

らの導入作業に取りかかることが必要なことか

ら、公営企業会計システム構築事業として債務

負担行為を追加いたすものでございます。シス

テム構築費用につきましては、公共下水道事業

特別会計、農業集落排水事業特別会計、浄化槽

事業特別会計分をそれぞれ供用人口により案分

いたしまして、公共下水道事業特別会計から

1,400万円、後ほど説明いたします農業集落排

水事業特別会計と浄化槽事業特別会計からそれ

ぞれ200万円とし、限度額の合計を1,800万円と

いたすものでございます。 

 続きまして、議案第97号 平成30年度長井市

農業集落排水事業特別会計補正予算第２号の概

要についてご説明申し上げます。 

 農集の１ページをお開き願います。歳入歳出

予算の合計につきましては、予算の総額に歳入

歳出それぞれ73万5,000円を追加し、予算の総

額を歳入歳出それぞれ１億5,670万9,000円とい

たすとともに、平成32年度からの地方公営企業

法の適用に当たり、公営企業会計システムの導

入に係る農業集落排水事業特別会計分の債務負

担行為を、農集４ページの第２表のとおり追加

いたすものでございます。 

 事項別明細書にてご説明いたしますので、農

集５ページをごらんいただきたいと思います。

歳入では、３款１項１目の一般会計繰入金を73

万5,000円増額いたすものでございます。 

 農集６ページをお開き願います。歳出でござ

いますが、１款１項２目今泉排水施設運営費に、

処理場の気中開閉器取りかえに係る修繕料とし

て73万5,000円を増額いたすものでございます。 

 次に、議案第99号 平成30年度長井市浄化槽

事業特別会計補正予算第２号の概要についてご

説明申し上げます。 

 浄化槽１ページをごらんいただきたいと思い

ます。こちらの補正につきましても、平成32年

度からの地方公営企業法の適用に当たり、公営

企業会計システムの導入に係る浄化槽事業特別

会計分の債務負担行為を、浄化槽２ページの第

１表のとおり追加して補正いたすものでござい

ます。 

 以上が特別会計３件の補正予算の概要でござ

います。よろしくご審査賜りますようお願い申

し上げます。 

 

 

 議案第９８号 平成３０年度長井市 

 介護保険特別会計補正予算第３号 

 

 

○五十嵐智洋委員長 次に、議案第98号 平成30

年度長井市介護保険特別会計補正予算第３号の

１件について。 

 髙橋正典福祉あんしん課長。 

○髙橋正典福祉あんしん課長 おはようございま

す。 

 議案第98号 平成30年度長井市介護保険特別

会計補正予算第３号についてご説明申し上げま

す。 

 介護１をごらんください。第１条の歳入歳出

予算の補正につきましては、歳入歳出予算の総

額に歳入歳出それぞれ5,096万2,000円を追加し、
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歳入歳出それぞれ32億7,334万9,000円といたす

ものでございます。 

 それでは、事項別明細書によりご説明いたし

ますので、４ページをごらんください。初めに、

歳入でございます。７款繰入金、１項一般会計

繰入金につきましては、２目地域支援事業繰入

金は現年度分30万円を増額するものです。 

 ８款繰越金、１項繰越金につきましては、１

目繰越金は前年度繰越金として5,066万2,000円

を増額するものです。 

 ５ページをごらんください。次に、歳出でご

ざいますが、３款地域支援事業費、３項包括的

支援事業・任意事業費につきましては、３目包

括的・継続的ケアマネジメント事業は職員の時

間外手当として30万円を増額するものです。 

 ５款諸支出金、１項償還金及び還付加算金に

つきましては、２目償還金は介護給付費負担金

償還金4,733万6,000円、地域支援事業交付金償

還金332万6,000円の合計5,066万2,000円を増額

するものでございます。 

 よろしくご審査賜りますようお願い申し上げ

ます。 

 

 

 平成３０年度長井市各会計補正予算 

 案に関する総括質疑 

 

 

○五十嵐智洋委員長 概要の説明が終わりました。 

 これから質疑を行います。 

 ここで、総括質疑の発言通告がありますので、

ご指名いたします。 

 

 

 宇津木正紀委員の総括質疑 

 

 

○五十嵐智洋委員長 順位１番、議席番号１番、

宇津木正紀委員。 

○１番 宇津木正紀委員 おはようございます。 

 また盛りだくさんになってしまいましたので、

簡潔な答弁、よろしくお願いします。 

 それでは、最初に、補正予算歳出の２款１項

１目一般管理費のうち、201公共施設等整備事

業１億5,767万7,000円について伺います。 

 （１）でありますが、用地購入費7,887万

7,000円のうち、財源内訳その他3,900万円はど

のような財源でしょうか。公共施設整備課長に

伺います。 

○五十嵐智洋委員長 渡部和裕公共施設整備課長。 

○渡部和裕公共施設整備課長 お答えいたします。 

 内訳その他3,900万円は、公共施設整備基金

となります。 

○五十嵐智洋委員長 １番、宇津木正紀委員。 

○１番 宇津木正紀委員 それで、ほかでも使っ

てるかと思うんですが、公共施設整備基金です

が、その残額は幾らになっているでしょうか。

公共施設整備課長に伺います。 

○五十嵐智洋委員長 渡部和裕公共施設整備課長。 

○渡部和裕公共施設整備課長 お答えいたします。 

 公共施設整備基金の残額は、このたびの

3,900万円、そのほかを差し引き４億1,064万

6,000円となります。 

○五十嵐智洋委員長 １番、宇津木正紀委員。 

○１番 宇津木正紀委員 はい、わかりました。 

 ２番目に入ります。購入予定の用地は台形型

と西側の変形四角形ですが、どうしてこのよう

な形になったのでしょうか。また、駐車場には

何台置けるようになるのでしょうか。公共施設

整備課長に伺います。 

○五十嵐智洋委員長 渡部和裕公共施設整備課長。 

○渡部和裕公共施設整備課長 お答えいたします。 

 駐車場の敷地が台形型となりました理由につ

きましては、このたび敷地内に新たに設ける市

道を、本町の労働金庫前の市道本町西１号線、

これを直線で延長して14メーター幅員の構内道


